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   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第３４号を次のように改める。 

（３４） 宅地造成及び特定盛

土等規制法（昭和３６

年法律第１９１号）第

１２条第１項に基づく

宅地造成等又は同法第

３０条第１項の規定に

基づく特定盛土等若し

くは土石の堆積に関す

る工事の許可の申請に

対する審査 

１件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

ア 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 次に掲げ

る盛土又は切土をする土地の面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 （ア） ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の １５，０００円 

 （イ） ５００平方メートルを超え１，０００平方メ

ートル以内のもの ２６，０００円 

（ウ） １，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のもの ３７，０００円 

（エ） ２，０００平方メートルを超え３，０００平

方メートル以内のもの ５４，０００円 

（オ） ３，０００平方メートルを超え５，０００平

方メートル以内のもの ６２，０００円 

（カ） ５，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの ８５，０００円 



（キ） １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

２ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の １３０，０００円 

（ク） ２ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

４ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ２１０，０００円 

（ケ） ４ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

７ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ３３０，０００円 

（コ） ７ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ４６０，０００円 

（サ） １００，０００平方メートルを超えるも 

の ６００，０００円 

イ 土石の堆積を行う場合 次に掲げる土石の堆積

をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア） ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の １０，０００円 

（イ） ５００平方メートルを超え１，０００平方メ

ートル以内のもの １３，０００円 

（ウ） １，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のもの １５，０００円 

（エ） ２，０００平方メートルを超え３，０００平

方メートル以内のもの １８，０００円 

（オ） ３，０００平方メートルを超え５，０００平

方メートル以内のもの ２６，０００円 

（カ） ５，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの ３０，０００円 

（キ） １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 



２ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ３６，０００円 

（ク） ２ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

４ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ５０，０００円 

（ケ） ４ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

７ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ６８，０００円 

（コ） ７ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の １００，０００円 

（サ） １００，０００平方メートルを超えるも 

の １２０，０００円 

別表第３４号の次に次のように加える。 

（３４）の２ 宅地造成及び特

定盛土等規制法第１６

条第１項の規定に基づ

く宅地造成等又は同法

第３５条第１項の規定

に基づく特定盛土等若

しくは土石の堆積に関

する工事の計画の変更

許可の申請に対する審

査 

１件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の

変更を行う場合 次に掲げる額を合算した額。た

だし、その額が６０万円を超えるときは、その手

数料の額は６０万円とする。 

 （ア） 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画

の変更（（イ）のみに該当する場合を除く。）につ

いては、盛土又は切土をする土地の面積（（イ）に

規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛

土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土を

する土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の

盛土又は切土をする土地の面積）に応じ、前号

アに規定する額に１０分の１を乗じて得た額 

 （イ） 新たな土地を盛土又は切土をする土地へ編入

する場合に係る宅地造成又は特定盛土等に関す



る工事の計画の変更については、新たに編入さ

れた盛土又は切土をする土地の面積に応じ、前

号アに規定する額 

（ウ） その他の変更については、１０，０００円 

イ 土石の堆積に関する工事の計画の変更を行う場

合 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額 

が１２万円を超えるときは、その手数料の額は 

１２万円とする。 

（ア） 土石の堆積に関する工事の計画の変更（（イ）の

みに該当する場合を除く。）については、土石

の堆積をする土地の面積（（イ）に規定する変更を

伴う場合にあっては変更前の土石の堆積をする

土地の面積、土石の堆積をする土地の縮小を伴

う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土

地の面積）に応じ、前号イに規定する額に１０

分の１を乗じて得た額 

（イ） 新たな土地を土石の堆積をする土地へ編入す

る場合に係る土石の堆積に関する工事の計画の

変更については、新たに編入された土石の堆積

をする土地の面積に応じ、前号イに規定する額 

（ウ） その他の変更については、１０，０００円 

（３４）の３ 宅地造成及び特

定盛土等規制法第１８

条第１項の規定に基づ

く宅地造成若しくは特 

定盛土等又は同法第 

３７条第１項の規定に

基づく特定盛土等に関

する工事の中間検査の

申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる土地の面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

ア １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ２，８００円 

イ １，０００平方メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの ３，４００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方

メートル以内のもの ３，９００円 

エ ３，０００平方メートルを超え２０，０００平



方メートル以内のもの ５，７００円 

オ ２０，０００平方メートルを超え４０，０００

平方メートル以内のもの １１，０００円 

カ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００

平方メートル以内のもの ２２，０００円 

キ ７ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え 

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も 

の ３９，０００円 

ク １００，０００平方メートルを超えるも 

の ５７，０００円 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の許可申請等に係る手数料を定める

については、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。 


